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令和元年８月総会（定例農業委員会）議事録 

 

 1．開 催 日 令和元年８月３０日（金） 午後１時３０分開会 

 2．開催場所 土佐市防災センター１階 大会議室 

 3．出席状況 

（1）委員 

①出席 

番号 氏  名 番号 氏  名 番号 氏  名 番号 氏  名 

1 池田 修 7 小松 弘知 13 尾﨑 哲人 19 野村 学 

2 矢野 進一 8 坂本 英幸 14 白木 正雄 20 西原 博明 

3 岡林 弘 9 森岡 正典 15 山本 倫弘 21 野中 文代 

4 野瀬 喜代 10 久保 恵敬 16 野瀬 泰廣 22 矢野 泰幸 

5  11  17 市原 正一 23 横山 秀臣 

6 玉木 正人 12 森田 昭司 18  24 馬場 善広 

  

②欠席 

番号 氏  名 番号 氏  名 番号 氏  名 

5 石元 博昭     

11 門田ゆかり     

18 森岡 大信     

（2）事務局職員                               局長 石元 一成 

                                       次長 中村 幸博 

                                          田村 莉歩 

4．議事目録 

議案第１号  農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件             ７件 

議案第２号  農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件             ４件 

議案第３号  非農地証明願承認の件                           ５件 

議案第４号  農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件            ３件 

議案第５号  土佐市農業振興地域整備計画の変更に関する件 

議案第６号  農地の形状変更指導要綱（案）に関する件 
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会  長      定刻になりました。それでは、ただ今から令和元年土佐市農業委員会８月定例会を開

催いたします。現在の出席委員数２１名、よって委員会は成立いたしました。 

 これより日程に入ります。会議規則第１９条の規定により、会議録署名委員の指名を

行います。本定例会の会議録署名委員に１２森田昭司委員、１３番尾﨑哲人委員、両名

を指名いたします。 

 議案書につきましては、委員の皆さんには予め配布をしてございますので、議長の説

明を省き、事務局から内容についての説明をいたします。事務局次長。 

 

事務局次長   はい。それではご説明します。本日審議頂く議案は、 

議案第１号  農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件   ７件、 

議案第２号  農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件   ４件、 

議案第３号  非農地証明願承認の件                 ５件、 

議案第４号  農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件  ３件、 

議案第５号  土佐市農業振興地域整備計画の変更に関する件、 

議案第６号  農地の形状変更指導要綱（案）に関する件、 

以上となります。 

 

会  長         それでは、本日農地法第５条の関係でお越しをいただきました皆様方に一言ご挨拶 

申し上げます。昼間の大変お忙しい時間帯にかかわりもせず、わざわざご出席をいた 

だきまして本当にありがとうございます。ただいまから、皆様方の方からご提出をし 

ていただいております案件について順をおって審議をしてまいりますが、その審議の 

過程において議長もしくは委員の方から質問等ありましたときには、明確なお答えを 

いただきますようよろしくお願い致します。なお、本日決定になりましても最終決定 

ではございません。許可権者は高知県知事でございます。県は現地調査を含む県独自 

の調査を行いましてそのうえで許可妥当というものに対しましては、当委員会の事務 

局をとおして皆様方に許可書が届くことになっております。許可書が届きますまでは、 

無断転用の扱いとなりますので作業しないようにご注意をしていただきますようお 

願いを申し上げましてご挨拶と申しあげます。それでは議事に入りたいと思います。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局次長  はい。それでは議案第１号農地法第５条の番号２９の申請人の○○○○さんと○○○○

さん両名の代理人、○○○○さんは、そのままお残りいただきまして、残りの方は順番が

来ましたらお呼びしますので、しばらく別室でお待ちくださいますようお願いします。 

 

会   長  それでは、議事に移ります。議案第１号、農地法第５条第１項の規定による許可申

請書審査の件、番号２９を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

事務局次長    はい。それでは、出席者の確認をいたします。議案第１号農地法第５条の番号２９

の申請人で貸人「○○○」さんと、借人「○○○○」さんの代理人で「○○○」さん。 

 

申  請  人     はい。 

  

事務局次長      はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。 

１ページをご覧ください。議案第１号、農地法第５条第１項の規定による許可申請書 
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審査の件、番号２９、申請人、貸人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○

○○○○○」、職業「○○」。借人「○○○○」さん、住所は「○○○○○○○○○

○○○○○○」、職業「○○」です。申請地の所在は「土佐市宇佐町宇佐字地蔵屋式○

○○○○○」、登記地目は共、現況地目は共に「畑」、面積は「４８２㎡」、利用状況

は「休耕」。所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「なし」、農地基

本台帳の耕作者名は「○○○○」さん。農振法の農用地区域につきましては、「農用

地区域外」、農地区分は、「第２種農地」。転用の目的は「太陽光発電装置の設置」を

するため。事由の詳細は「売電用太陽光発電設備を設置するため。」。事業の操業期

間又は施設の利用期間は「許可日から永久年間」、工事計画は「許可日から令和元年１

２月３１日」、権利の種類等は「使用貸借権設定」、資金計画は「太陽光パネル設置費

○○○○○○○○○円で、合計○○○○○○○○○円、資金は、全額自己資金」、過去

の違反転用の有無及び始末書の提出状況については「なし」。 

２ページをご覧ください。申請地と一体利用する土地は「なし」。申請地を必要と

する理由(面積の必要性)は、「申請地の周辺は住宅地に囲まれており、かつ父の体力

低下もあり、自家消費分の芋などを栽培する程度に利用していましたが、立地的に私

が相続後も耕作する目処が無いため、有効活用できないかと考え、太陽光発電として

の利用を計画致しました。申請地には、太陽光パネル１２０枚、パワーコンディショ

ナー４台の設置及びパネル間の隙間、草刈り時のゴミの仮置き場やメンテナンス時に

安全に作業するためのスペース、メンテナンス時等の車両１台分の駐車場及び回転場

を考え、申請地全体の面積が必要。」ということです。 

次に進入路計画からは、４ページの土地利用計画図と合わせてご覧ください。 

進入路計画は「申請地東側の市道から、申請地東側に隣接する貸人名義の現況が駐

車場となっている土地を通過し進入する。」となっており、○○○○○の登記地目は

現在「畑」でありますが、現況が駐車場で有り、今月同時に非農地証明願いが提出さ

れており、この後の３号議案で審議する案件となっています。造成計画は「なし」。

整地計画は、「土のまま整地する。」。排水処理計画は、「雨水のみで、土地の形質

等は現状と変わらないため自然浸透。」となっています。 

被害防除計画につきましては、５ページの周囲の状況図と合わせてご覧ください。 

「○は貸人が所有する土地で現況駐車場、○は同意のある農地、○は市道を挟んで

雑種地及び宅地、○は貸人が所有する土地で現況宅地」となっており、隣接する農地

からは全て同意が得られております。３ページにお戻りください。場所につきまして

は、宇佐町西新町地区で、宇佐保育園の東側約１２０ｍです。 

次に、許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたします。 

許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用地で

はなく、甲種、第１種、第３種農地のいずれの要件にも該当しない農地であるため、第２

種農地に該当すると考えておりますが、事業計画の内容から判断し、許可相当であると考

えております。 

次に、農地法第５条第２項の一般基準について、項目ごとにご説明します。まず、

第３号の許可基準『譲渡人に資力及び信用があると認められない場合には、許可す

ることができない。』については、申請書、事業計画書等を確認し、これまでに違

反転用及び始末書の提出もないことから、資力及び信用があると考え、該当しない。  

次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合に

は、許可することができない。』については、農地基本台帳は貸人が耕作者となっ
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ており、全部事項証明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者

が存在しないため、該当しない。次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みが

ない場合には、許可することができない。』については、申請書の転用計画の事業

の操業期間又は施設の利用期間に「許可日から」と記載されているため、許可後遅

滞なく事業の用に供すると考え、該当しない。次に『申請地に係る農地と一体とし

て事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見込みがない場合には、許可する

ことができない。』については、事業計画書、土地利用計画図等により、申請地と

一体利用する申請地○側の○○○○の雑種地は貸人が所有する土地であり、土地の

通行承諾も得られているため、一体利用はされるものと判断し、該当しない。 

次に『適正な面積と認められない場合には、許可することができない。』につい

ては、事業計画書及び土地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、該当

しない。次に『宅地造成、分譲を目的とするものである場合には、許可することが

できない。』については、申請書、事業計画書、平面図等により「太陽光発電施設」

であると考え、該当しない。第４号の許可基準『周辺の農地の営農条件に支障を生

じるおそれがあると認められる場合には、許可することができない。』については、

周囲に他人が所有する農地の所有者からは全て同意が得られており、問題無いと判

断し、該当しない。次に第５号の許可基準『一時転用での所有権の移転、一時転用

で、利用後確実に農地に復元されると認められない場合には、許可することができ

ないこと』については、申請書の転用計画の利用期間が「永久年間」、事業計画書

の申請地を必要とする理由から申請地は一時転用ではないと考え、該当しない。以

上から、申請書・添付書類を審査した結果すべての項目に適合すると判断し、許可

相当地であると考えております。以上で説明を終わります。 

 

会   長  はい、事務局の説明が終わりました。申請者の方に確認をさせて頂きます。農地

法第５条、番号２９の申請者で貸人の○○○○さん、借人の○○○○さん両名の代理

人、○○○○さん。先ほどの事務局の説明に間違いございませんか。 

 

申 請 人  はい、間違いございません。 

 

会   長  間違いないということでございますので、地元委員さんのご意見をお願いしま

す。 

 

山本委員  １５番山本です。隣接した農地の同意を得られているので、問題無いと思います。

よろしくお願いします。 

 

会   長  はい、それでは他の委員さんのご意見をお願いします。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 

 

会   長  異議なしでお諮りをします。議案第１号、農地法第５条第１項の規定による許可

申請書の件、番号２９について申請通り承認することにご異議ございませんか。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 
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会   長  異議無しで決定になりました。 

  続いて、議案第１号、農地法第５条第１項の規定による許可申請書の件、番号３０

を議題とします。事務局の説明を求めます。 

 

事務局次長  はい。それでは、出席者の確認をいたします。農地法第５条の番号３０の申請人

で譲渡人の「○○○○」さんの代理人で、譲受人の「○○○○○○○○○○○○○

○」さん。 

 

申  請  人      はい。 

 

事務局次長       はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。 

６ページをご覧ください。議案第１号、農地法第５条第１項の規定による許可申請書

審査の件、番号３０、申請人、譲渡人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○」、職業「○○○○」。譲受人「○○○○○○○○○○○○

○○」さん、所在地「○○○○○○○○○○○○○○」、業種「○○○○」。申請地

の所在、「土佐市蓮池字栗田○○○○○○、同所字章魚田○○○○○○」、登記地目、

現況地目共に「田」、面積は「１，０３５㎡」と「７７４㎡」で、合計「１，８０９

㎡」、利用状況は、「休耕」、所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は

「なし」、農地基本台帳の耕作者名は「○○○○」さん、農振法の農用地区域は、

「農用地区域外」、農地区分につきましては「第２種農地」と判断しております。 

転用の目的は「建売住宅建築」のため、権利を設定し、又は移転をしようとする理

由の詳細は「建売住宅８棟を建築するため。」、事業の操業期間又は施設の利用期間

は「許可日から永久年間」、工事計画は「許可日から令和２年９月３０日」、権利の種

類等は「所有権移転」、資金計画は「土地購入費○○○○○○○○○円、造成費○○

○○○○○○○円、建築費○○○○○○○○○○円、合計○○○○○○○○○○円。

資金は、全額自己資金」、過去の違反転用の有無及び始末書の提出状況については「な

し」。７ページをご覧ください。申請地と一体利用する土地は「なし」。申請地を必要

とする理由(面積の必要性)は「申請地は、土佐市内中心部から余り離れておらず利便

性が良好で、広さも予定していた建売住宅を行うために必要な面積が確保出来るため

選定した。申請地の面積は、住宅８棟を建築し、駐車場２台分、駐輪場や庭を確保す

るために必要。」という事です。次に進入路の計画からは、９ページの土地利用・排

水計画図と合わせてご覧ください。進入路計画は「申請地に隣接する市道から、各区

画へ直接進入する。」。造成計画は「なし（現状高）。」、整地計画は「駐車場部分は

コンクリート敷きとし、その他は砕石敷きとする。」。排水処理計画は、「生活排水

は、建物内から排水管を通り、各区画内に設置する合併浄化槽で浄化後、申請地全面

の道路側溝へ排水する。雨水は、申請地全面の道路側溝へ自然排水建物部分は樋で集

めた後に雨水排水管を通じて、申請地北側の既存水路へ排水する。」となっています。

被害防除計画につきましては、１０ページの周囲の状況図と合わせてご覧ください。

まず、北側の○○○○○○の周囲は、「○は用悪水路を挟んで宅地、○は宅地、○は

市道を挟んで原野及び申請地○○○○○○の農地、○は水路を挟んで宅地及び同意の

ある農地」となっています。次に南側の○○○○○○の周囲は、「○は用悪水路を挟

んで宅地、○は原野、○は用悪水路を挟んで高知自動車道の敷地、○は市道を挟んで
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申請地○○○○○○の農地」となっており、周囲の農地からは全て同意を得られてい

ます。８ページにお戻りください。場所につきましては、蓮池神子納地区で土佐市シル

バー人材センター事務所の西側約２７０ｍの場所となっております。 

 続きまして、許可基準に基づきます、事務局の考えを報告いたします。 

 許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用地

ではなく、甲種、第１種、第３種農地のいずれの要件にも該当しない農地であるため、

第２種農地に該当すると考えておりますが、事業計画の内容から判断し、許可相当で

あると考えております。 

次に、農地法第５条第２項の一般基準について、項目ごとにご説明します。まず、

第３号の許可基準『譲渡人に資力及び信用があると認められない場合には、許可す

ることができない。』については、申請書、事業計画書等を確認し、これまでに違

反転用及び始末書の提出もないことから、資力及び信用があると考え、該当しない。  

次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合に

は、許可することができない。』については、農地基本台帳は譲渡人が耕作者とな

っており、全部事項証明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ

者が存在しないため、該当しない。次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込み

がない場合には、許可することができない。』については、申請書の転用計画の事

業の操業期間又は施設の利用期間に「許可日から」と記載されているため、許可後

遅滞なく事業の用に供すると考え、該当しない。次に『申請地に係る農地と一体と

して事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見込みがない場合には、許可す

ることができない。』については、事業計画書、土地利用計画図等により、申請地

と一体利用する土地は無いと判断し、該当しない。 

次に『適正な面積と認められない場合には、許可することができない。』について

は、事業計画書及び土地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、該当し

ない。次に『宅地造成、分譲を目的とするものである場合には、許可することがで

きない。』については、申請書、事業計画書、平面図等により「建売分譲住宅建築」

であると考え、該当しない。第４号の許可基準『周辺の農地の営農条件に支障を生

じるおそれがあると認められる場合には、許可することができない。』については、

周囲に他人が所有する農地の所有者からは全て同意が得られており、問題無いと

判断し、該当しない。次に第５号の許可基準『一時転用での所有権の移転、一時転

用で、利用後確実に農地に復元されると認められない場合には、許可することがで

きないこと』については、申請書の転用計画の利用期間が「永久年間」、事業計画

書の申請地を必要とする理由から申請地は一時転用ではないと考え、該当しない。

以上から、申請書・添付書類を審査した結果すべての項目に適合すると判断し、許

可相当地であると考えております。なお、市道からの進入については、現状として

側溝にコンクリート床板があり進入可能であり、新たに道路占用許可は必要とは

しませんが、排水については、道路側溝に排水する計画であることから、土佐市建

設課との協議を進め、道路占用許可等の必要な許認可を進めるよう指導していま

す。以上で説明を終わります。 

 

会   長  はい、事務局の説明が終わりました。申請者の方に、確認をさせて頂きます。農

地法第５条の番号３０の申請人で譲渡人の「○○○○」さんの代理人で、譲受人の

「○○○○○○○○○○○○○○」さん。先ほどの事務局の説明に間違いございませ
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んか。 

 

申 請 人   はい、間違いございません。 

 

会   長  間違いないということでございますので、地元委員さんのご意見をお願いしま

す。 

 

久保委員  １０番久保です。先ほどの事務局からの説明通りでございまして、別に問題無い

と思います。よろしくお願いします。 

 

会   長  はい、それでは他の委員さんのご意見をお願いします。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 

 

会   長  異議なしでお諮りをします。議案第１号、農地法第５条第１項の規定による許可

申請書の件、番号３０について申請通り承認することにご異議ございませんか。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 

 

会   長  異議無しで決定になりました。続いて、議案第１号、農地法第５条第１項の規定に

よる許可申請書審査の件、番号３１を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

事務局次長  はい。それでは、まず出席者の確認をいたします。議案第１号農地法第５条の番号

３１の申請人で貸人、借人「○○○○」さんの代理人でもあります「○○○○」さ

ん。 

 

申  請  人   はい。 

  

事務局次長   はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。 

１１ページをご覧ください。議案第１号、農地法第５条第１項の規定による許可申

請書審査の件、番号３１、申請人、貸人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○

○○○○○」、職業「○○○」。借人「○○○○」さん、所在地「○○○○○○○○

○○○○○」、職業「○○○」。申請地の所在、「土佐市高岡町字三島ノ前乙○○○

○○、同所字同乙○○○○」、登記地目は全て「田」、現況地目は全て「畑」、面積

は「１９０㎡」、「７３㎡」、２筆合計で「２６３㎡」、利用状況は「野菜」、所有

権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「なし」、農地基本台帳の耕作者名

は、「○○○○」さん、農振法の農用地区域は、「農用地区域外」、農地区分につき

ましては「第３種農地」と判断しております。 

転用の目的は「進入路、資材置き場、駐車場」とするため、権利を設定し、又は移

転をしようとする理由の詳細は「娘婿の事業用資材置き場として使用貸借を結ぶ。」、

事業の操業期間又は施設の利用期間は「許可日から５０年間」、工事計画は「許可日か

ら１ヶ月」、権利の種類等は「使用貸借権設定」、資金計画は「整地費○○○○○○円

で、合計○○○○○○円。資金は「全額自己資金」、過去の違反転用の有無及び始末書

の提出状況については「有り」となっており、申請者から提出されております始末書
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を読み上げます。始末書、「転用申請地の現況は、一部に事業用の資材を置いていま

すが、従前の置き場に置くことができなくなり仮の置き場としておりました。使用前

に転用申請でしたが後回しとなりました。以後、このような事の無き様充分注意いた

します。」とのことです。１２ページをご覧ください。申請地と一体利用する土地は

「なし」。申請地を必要とする理由(面積の必要性)は「借人は、申請地の○隣に居住

しながら○○○○○○○を営んでおり、自宅周辺で工事用の資材置き場を確保するた

め、貸人である○に相談し理解が得られたので、当該申請地を選定した。当該申請地

には車両５台分の駐車スペース、型枠や鉄筋等の置き場を、また、車両や資材の搬入

時の作業スペースを確保するため、別紙土地利用計画図に記載のとおり申請地の面積

が必要。」との事です。 

次に１４ページの土地利用・排水計画図と合わせてご覧ください。進入路計画は「申 

請地西側の市道から進入する。」。造成計画は「なし。」、整地計画は「全体に砕石

（厚さ約５ｃｍ）を敷き整地する。」。排水処理計画は、「生活排水は、なし。雨水

は、基本は自然浸透とし、大雨時は申請地南側の既存水路へ排水する。」。被害防除

計画につきましては、１５ページの周囲の状況図と合わせてご覧ください。「○は宅

地、○は市道を挟んで同意のある農地、○は水路を挟んで同意のある農地、○は、市

道を挟んで宅地」となっています。１３ページにお戻りください。場所につきまして

は、高岡三島通地区で、三島神社の南西側約６０ｍとなります。 

 次に、許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたします。 

許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用

地ではなく、街区の面積に占める宅地の割合が４０％を超えている区域内の農地で

あることから、第３種農地に該当すると考えております。なお、申請地は第３種農

地に該当しますので申請地は、他の土地をもって代えることが出来ないと判断し、

許可相当地であると考えております。 

 次に、農地法第５条第２項の一般基準について、項目ごとにご説明します。まず、

第３号の許可基準『譲渡人に資力及び信用があると認められない場合には、許可す

ることができない。』については、申請書、事業計画書等を確認し、資力は問題な

いと判断しておりますが、信用については、申請地の一部は既に進入路として使用

されている現状から、信用については該当しますが、申請者から始末書が提出され

ており反省の意思は確認できます。  

次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合に

は、許可することができない。』については、農地基本台帳は貸人が耕作者となっ

ており、全部事項証明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者

が存在しないため、該当しない。次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みが

ない場合には、許可することができない。』については、申請書の転用計画の事業

の操業期間又は施設の利用期間に「許可日から」と記載されているため、許可後遅

滞なく事業の用に供すると考え、該当しない。次に『申請地に係る農地と一体とし

て事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見込みがない場合には、許可する

ことができない。』については、事業計画書、土地利用計画図等により、申請地と

一体利用する土地は無いと判断し、該当しない。次に『適正な面積と認められない

場合には、許可することができない。』については、事業計画書及び土地利用計画

図により必要最小限の面積であると考え、該当しない。次に『宅地造成、分譲を目

的とするものである場合には、許可することができない。』については、申請書、
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事業計画書、平面図等により「進入路、資材置き場、駐車場」であると考え、該当

しない。第４号の許可基準『周辺の農地の営農条件に支障を生じるおそれがあると

認められる場合には、許可することができない。』については、周囲に他人が所有

する農地全て同意が得られており、問題無いと判断し、該当しない。次に第５号の

許可基準『一時転用での所有権の移転、一時転用で、利用後確実に農地に復元され

ると認められない場合には、許可することができないこと』については、申請書の

転用計画の利用期間が「５０年間」、事業計画書の申請地を必要とする理由から申

請地は一時転用ではないと考え、該当しない。以上から、農地法第５条第２項の一

般基準の一部に該当することから、慎重な議論が必要と考えておりますので、よろ

しくお願いします。以上で説明を終わります。 
 

会   長  はい、事務局の説明が終わりました。申請者の方に、確認をさせて頂きます。議案第

１号農地法第５条の番号３１の申請人で貸人、借人「○○○○」さんの代理人でもあ

ります「○○○○」さん。先ほどの事務局の説明に間違いございませんか。 

 

申 請 人  はい、間違いございません。 

 

会   長  間違いないということでございますので、地元委員さんのご意見をお願いしま

す。 

 

事務局次長  石元委員さんの担当になろうかと思いますが、本日欠席されていますので、この

件につきまして、始末書も提出されており計画自体は特に問題無いということで

事務局の方に意見を頂いております。ご報告させていただきます。 

 

会   長  はい、それでは他の委員さんのご意見をお願いします。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 

 

会   長  異議なしでお諮りをします。議案第１号、農地法第５条第１項の規定による許可

申請書の件、番号３１について申請通り承認することにご異議ございませんか。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 

 

会   長  異議無しで決定になりました。続いて、議案第１号、農地法第５条第１項の規定に

よる許可申請書審査の件、番号３２を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

事務局次長  それでは、出席者の確認をいたします。議案第１号、農地法第５条の番号３２の

申請人で譲渡人「○○○○」さん、譲受人「○○○○」さん両名の代理人の「○○○

○」さん。 

 

申  請  人 はい。 

 

事務局次長   はい、申請者の出席が確認できましたので、説明します。 



- 11 - 

１６ページをご覧ください。議案第１号、農地法第５条第１項の規定による許可申 

請書審査の件、番号３２、申請人、譲渡人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○

○○○○○○○○」、職業「○○○○」。譲受人「○○○○」さん、所在地「○○○

○○○○○○○○○○○○」、職業「○○○○○○○」。申請地の所在「土佐市宇佐

町宇佐字地蔵屋式○○○○○」、登記地目、現況地目はともに「畑」、面積は「２９０

㎡」、利用状況は「野菜」、所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「な

し」、農地基本台帳の耕作者名は「○○○○」さん、農振法の農用地区域につきまし

ては「農用地区域外」、農地区分につきましては「第３種農地」に該当すると判断して

おります。転用の目的は「駐車場および漁具作業場」のため、権利を設定し、又は移

転をしようとする理由の詳細は「漁具を整備するスペースと駐車場が必要になったた

め。」、事業の操業期間又は施設の利用期間は「許可日から永久年間」、工事計画は

「許可日から２４ヶ月」、資金計画は「土地取得費○○○○○○○○○円、整地費○○

○○○○○円で、合計○○○○○○○○○円で、資金は全額自己資金。」、過去の違

反転用の有無及び始末書の提出状況については「なし」となっております。 １７ペ

ージをご覧ください。申請地と一体利用する土地は「有り【○○○○○○（宅地：○

○○○○○㎡）、○○○○○○（宅地：○○○○㎡）】」。申請地を必要とする理由(面

積の必要性)は、「譲受人は、漁師向けの漁具を製造し販売しており、近年は、インタ

ーネットの売り上げが増加する中、漁具の製造、メンテナンスや製品チェックをする

場所が無く、土地を探していたところ、現在倉庫として利用している建物の南側に最

適な土地を見つけ、この土地の所有者の承諾を得られたため今回の申請地を選定した。

面積の必要性は、漁具作業スペース、駐車場４台分、車両通路として利用するために

申請する面積が必要。」とのことです。次に１９ページの土地利用計画図とあわせて

ご覧ください。進入路計画は「車両は、申請地南西側の市道から、一体利用をする○

○○○○○の宅地を通り進入する。人は、譲受人が所有する北側の宅地（○○○○○

○）から進入する。」、造成計画は「なし。」、整地計画は「平らになるように整地

し、土のまま使用する。」、排水処理計画は「生活排水は無く、雨水は、全面自然浸

透とする。」。被害防除計画につきましては、２０ページの周囲の状況図と合わせて

ご覧ください。「東側、西側、北側、南側とも全て宅地で、西側は一部進入路として

使用する宅地を挟んで市道」となっており、隣接地で営農に支障となる農地はござい

ません。１８ページにお戻りください。場所につきましては、宇佐町東ノ丁地区で宇

佐保育園の東側約４０ｍとなっております。 

続きまして、許可基準に基づきます、事務局の考えを報告いたします。 

申請地は、農業振興地域の農用地ではなく、住宅、事業施設、公共施設が連坦し

た区域内の農地であることから、第３種農地に該当すると考えております。なお、

申請地は第３種農地に該当しますので申請地は、他の土地をもって代えることが出

来ないと判断し、許可相当地であると考えております。 

 次に、農地法第５条第２項の一般基準について、項目ごとにご説明します。まず、

第３号の許可基準『譲渡人に資力及び信用があると認められない場合には、許可す

ることができない。』については、申請書、事業計画書等を確認し、これまでに違

反転用及び始末書の提出もないことから、資力及び信用があると考え、該当しない。  

次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合に

は、許可することができない。』については、農地基本台帳は譲渡人が耕作者とな

っており、全部事項証明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ

者が存在しないため、該当しない。次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込み
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がない場合には、許可することができない。』については、申請書の転用計画の事

業の操業期間又は施設の利用期間に「許可日から」と記載されているため、許可後

遅滞なく事業の用に供すると考え、該当しない。次に『申請地に係る農地と一体と

して事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見込みがない場合には、許可す

ることができない。』については、事業計画書、土地利用計画図等により、申請地

と一体利用する土地は無いと判断し、該当しない。次に『適正な面積と認められな

い場合には、許可することができない。』については、事業計画書及び土地利用計

画図により必要最小限の面積であると考え、該当しない。次に『宅地造成、分譲を

目的とするものである場合には、許可することができない。』については、申請書、

事業計画書、平面図等により「駐車場及び漁具作業場」であると考え、該当しない。 

第４号の許可基準『周辺の農地の営農条件に支障を生じるおそれがあると認めら

れる場合には、許可することができない。』については、周囲に他人が所有する農

地は無く、問題無いと判断し、該当しない。次に第５号の許可基準『一時転用での

所有権の移転、一時転用で、利用後確実に農地に復元されると認められない場合に

は、許可することができないこと』については、申請書の転用計画の利用期間が「永

久年間」、事業計画書の申請地を必要とする理由から申請地は一時転用ではないと

考え、該当しない。以上から、申請書・添付書類を審査した結果すべての項目に適

合すると判断し、許可相当地であると考えております。なお、申請地への進入及び

雨水排水の処理等において必要とする占用許認可は無く、特に問題はないと考えま

す。以上で説明を終わります。  
会   長  はい、事務局の説明が終わりました。申請者の方に、確認をさせて頂きます。議

案第１号、農地法第５条の番号３２の申請人で譲渡人「○○○○」さん、譲渡人「○

○○○」さん両名の代理人の「○○○○」さん。先ほどの事務局の説明に間違いござ

いませんか。 

 

申 請 人  はい、間違いございません。 

 

会   長  間違いないということでございますので、地元委員さんのご意見をお願いしま

す。 

 

山本委員  １５番山本です。先ほどの事務局の説明通り、四方を宅地に囲まれており、陰に

なったりするので農地としては不向きだと思いますので、よろしくお願いします。 

 

会   長  はい、それでは他の委員さんのご意見をお願いします。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 

 

会   長  異議なしでお諮りをします。議案第１号、農地法第５条第１項の規定による許可

申請書の件、番号３２について申請通り承認することにご異議ございませんか。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 
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会   長  異議無しで決定になりました。 

   続いて、議案第１号、農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件、番号

３３を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

事務局次長  はい。それでは、出席者の確認をいたします。農地法第５条、番号３３の申請人で

譲渡人の「○○○○」さん、同じく譲渡人の「○○○○」さん、同じく譲渡人の「○

○○○」さんの代理人で、譲受人の「○○○○○○○○○○○○○○○○」さん。 

 

申  請  人  はい。 

  

事務局次長  はい、申請者の出席が確認できましたのでご説明します。議案第１号、農地法第５

条第１項の規定による許可申請書審査の件、番号３３、申請人、譲渡人「○○○○」さ

ん、住所「○○○○○○○○○○○○○」、職業「○○」、譲渡人「○○○○」さん、

住所「○○○○○○○○○○○○」、職業「○○○」、譲渡人「○○○○」さん、住所

「○○○○○○○○○○○○」、職業「○○」、譲受人「○○○○○○○○○○○○○

○○○」さん、所在地「○○○○○○○○○○○」、業種「○○○○○○」、申請地の

所在「土佐市高岡町字北白石丙○○○○、同所字同丙○○○○の一部、同所字同丙○○○

○○」、登記地目は全て「田」、現況地目は○○○○○○は「畑」、残り２筆は「田」、

面積は「１，１２７㎡」と「○○○○のうち４４０．６７㎡」と「１，１２７㎡」で、

合計で「２，６９４．６７㎡」、利用状況は、○○○○○○は「観賞用花卉」、残り２

筆は「水稲」、所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「なし」、農地基

本台帳の耕作者名は、○○○○○○は「○○○○」さん、○○○○○○は「○○○○」

さん、○○○○○○は「○○○○」さん、農振法の農用地区域につきましては「農用地

区域外」、農地区分につきましては「第２種農地」と判断しております。転用の目的は

「建売住宅建築」とするため、権利を設定し、又は移転をしようとする理由の詳細は

「宅地造成後、建売住宅１２棟を建築し販売するため。」、事業の操業期間又は施設の

利用期間は「許可日から永久年間」、工事計画は「許可日から令和３年１２月３０日ま

で」、権利の種類、権利の設定は「所有権移転」、資金計画は「土地取得費○○○○○

○○○○○円、造成費○○○○○○○○○○円、建築費○○○○○○○○○○円、諸

経費○○○○○○○○○円の合計○○○○○○○○○○○円で、資金は、自己資金は○

○○○○○○○○○○円、残りは金融機関からの融資」、過去の違反転用の有無及び始

末書の提出状況については「なし」。２２ページをご覧ください。。申請地と一体利用

する土地は「有り（○○○○○○（雑種地：１４４㎡））。」、申請地を必要とする理

由(面積の必要性)は「申請地は、土佐市中心街に近く交通や生活面での利便性が良く、

閑静な場所であり、高岡第一小学校区は宅地の問い合わせも多く、需要があると見込

まれることから住宅に適していると判断し選定した。必要とする面積としては、土佐

市で需要の多い５０坪程の区画が１２区画取れ、ここに、戸建て住宅１２棟（合計：建

築面積616.08㎡）と各戸毎に駐車場２台分や庭等を確保し、併せて各戸へ進入するた

めに新設する幅員６ｍの道路を整備するため必要。」という事です。次に、２４ページ

の土地利用計画図および排水計画図と合わせてご覧ください。進入路は「申請地西側

の市道から、申請地内に新設する道路から各区画へ進入する。」。 造成計画は、２５

と２６ページの造成計画図とあわせてご覧ください。 

造成計画は「現況地盤から1.2m、申請地西側市道より0.3m嵩上げし、周囲は、コン

クリート製のL型擁壁にて土留めする。」、整地計画は「礫質土で整地する。」。また
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２４ページにお戻りください。排水処理計画は「生活排水は、区画毎に設置する合併

浄化槽で浄化した後、新設する道路側溝に排水し、その後は申請地に隣接する西側既

存水路へ放流する。雨水は、宅地内は自然浸透とし、道路路面は、新設する道路側溝

に排水し、その後は申請地に隣接する西側既存水路へ放流する。」となっています。 

被害防除計画につきましては、２７ページの周囲の状況図と合わせてご覧ください。

○は水路及び里道を挟んで宅地並びに譲渡人が所有する農地、○は排水路及び市 

道を挟んで鎌田井筋、○は宅地及び同意のある農地、○は宅地及び雑種地となってお

り、隣接する農地からは、全て同意が得られております。２３ページにお戻りくださ

い。場所につきましては、高岡町野田地区で、高岡第一小学校の北側約２５０ｍの場

所となっております。 

 続きまして、許可基準に基づきます、事務局の考えを報告いたします。 

 許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用地では

なく、市役所から１㎞の範囲内にある農地であることから、第２種農地に該当すると考え

ておりますが、事業計画の内容から判断し、許可相当であると考えております。 

次に、農地法第５条第２項の一般基準について、項目ごとにご説明します。まず、

第３号の許可基準『譲渡人に資力及び信用があると認められない場合には、許可す

ることができない。』については、申請書、事業計画書等を確認し、これまでに違

反転用及び始末書の提出はありませんが、資金に関しては、現在金融機関からの融

資を受けるための手続き中とのことであり、本日までに、融資証明書等の書類はま

だ提出されておりませんので、事務局からは、融資の承諾等が下り次第、その証拠

書類を提出するよう求めています。次に『申請地について転用の妨げとなる権利を

もつ者の同意を得ていない場合には、許可することができない。』については、農

地基本台帳は譲渡人が耕作者となっており、全部事項証明書に共有者もいないこと

から転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しないため、該当しない。次に『許可後

遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、許可することができない。』に

ついては、申請書の転用計画の事業の操業期間又は施設の利用期間に「許可日から」

と記載されているため、許可後遅滞なく事業の用に供すると考え、該当しない。次

に『申請地に係る農地と一体として事業目的に供する他に必要な土地を利用できる

見込みがない場合には、許可することができない。』については、事業計画書、土

地利用計画図等により、申請地と一体利用する土地は無いと判断し、該当しない。

次に『適正な面積と認められない場合には、許可することができない。』について

は、事業計画書及び土地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、該当し

ない。次に『宅地造成、分譲を目的とするものである場合には、許可することがで

きない。』については、申請書、事業計画書、平面図等により「建売分譲住宅建築」

であると考え、該当しない。第４号の許可基準『周辺の農地の営農条件に支障を生

じるおそれがあると認められる場合には、許可することができない。』については、

周囲に他人が所有する農地の所有者からは全て同意が得られており、問題無いと判

断し、該当しない。次に第５号の許可基準『一時転用での所有権の移転、一時転用

で、利用後確実に農地に復元されると認められない場合には、許可することができ

ないこと』については、申請書の転用計画の利用期間が「永久年間」、事業計画書

の申請地を必要とする理由から申請地は一時転用ではないと考え、該当しない。以

上から、事務局としては、事業資金の確保面以外は問題無いものと判断しており、

融資を受けることを条件に許可相当と判断しています。以上で説明を終わります。 
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会   長  はい、事務局の説明が終わりました。申請者の方に、確認をさせて頂きます。農地法

第５条、番号３３の申請人で譲渡人の「○○○○」さん、同じく譲渡人の「○○○

○」さん、同じく譲渡人の「○○○○」さんの代理人で、譲受人の「○○○○○○○

○○○○○○○○○」さん。先ほどの事務局の説明に間違いございませんか。 

 

申 請 人  はい、間違いございません。 

 

会   長  間違いないということでございますので、地元委員さんのご意見をお願いします。 

 

市原委員  １７番市原です。先ほどの事務局の説明通り、同意もありますのでよろしくお願

いします。 

 

会   長  はい、それでは他の委員さんのご意見をお願いします。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 

 

会   長  異議なしでお諮りをしますが、金融機関からの手続き中ということですので、事

務局が説明した通り手続きが終わってからということになりますよね。 

 

事務局次長  一応、あの、許可の条件の中で、それがあれば、という条件付きの承認という形

で、意見書を付けて県の方に上げる流れになってきます。 

 

会   長  それでは、そういう事もふまえて、委員さんにご確認します。議案第１号、農地

法第５条第１項の規定による許可申請書の件、番号３３について申請通り承認す

ることにご異議ございませんか。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 

 

会   長  異議無しで決定になりました。続きまして、議案第１号 農地法第５条第１項の規

定による許可申請書審査の件 番号３４を議題といたします。事務局の説明をお願

いします。 

 

事務局次長       はい。それでは、出席者の確認をいたします。農地法第５条の番号３４の申請人

で譲渡人「○○○○○」さん、譲受人「○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○」さんの代理人でもあります、「○○○○○」さん。 

 

申  請  人      はい。 

 

事務局次長     はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。２８ページをご覧くだ

さい。議案第１号、農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件、番号３４ 

申請人は、譲渡人「○○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○」、職業「○○ 

○」。譲受人「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」さん、所在地「○ 

○○○○○○○○○○○○○」、業種「○○○○○」。申請地の所在「○○○○○○  
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○○○○○○○○○○○○○○○○○」、登記地目及び現況地目は全て「田」、面積 

は「５５８㎡」と「３９６㎡」の合計「９５４㎡」、利用状況は「水田」、所有権以

外の使用収益権が設定されている場合の欄は「なし」、農地基本台帳の耕作者名は

「○○○○○」さん、農振法の農用地区域につきましては、「農用地区域外」、農地

区分につきましては、「第２種農地」と判断しております。転用の目的は「太陽光発

電施設設置」のため、権利を設定し、又は移転をしようとする理由の詳細は「太陽光

発電として利用するため。」、事業の操業期間又は施設の利用期間は「許可日から永

久年間」、工事計画は「許可日～３ヶ月後まで」、資金計画は「土地代○○○○○○

○○○円、施設費及び工事費○○○○○○○○○○円、消費税○○○○○○○○○円

の合計○○○○○○○○○○円」で、資金は「自己資金○○○○○○○○○円、残りは

全て金融機関からの融資」、過去の違反転用の有無及び始末書の提出状況については

「なし」。 

２９ページをご覧ください。申請地と一体利用する土地は「なし」。申請地を必要

とする理由(面積の必要性)は「譲受人は、○○○○○○○を行っており、新規発電所

建設地を求めていたところ、申請地が日照、地形、土地価格等の予算面、法規制等の

条件を満たし、また譲渡人からの承諾が得られたため今回の計画を進めるに至った。

申請地には、太陽光発電パネル２１６枚、パワーコンディショナー９台の設置及びパ

ネル同士の間隔、メンテナンス時の作業スペース、メンテナンス時等の車両駐車場、

車両回転スペースを考え､必要となる面積です。」という事です。次に３１ページの土

地利用計画図と合わせてご覧ください。進入路計画は「申請地北側の河川管理道から

進入する。」。造成計画は「なし。」、整地計画は「平らに整地し地固めの後、表面を

全面生コン舗装する。」。排水処理計画は「雨水排水のみで、申請地西側の既存水路

に自然排水する。」。被害防除計画につきましては、３２ページの周囲の状況図と合

わせてご覧ください。「○は同意のある農地、○は水路を挟んで譲渡人が所有する農

地および5条許可を受けている農地、○は里道を挟んで同意のある農地および宅地、○

は水路及び河川管理道を挟んで積善寺川（県管理河川）」となっており、隣接する農

地からは全て同意が得られております。３０ページにお戻りください。場所は、戸波

家俊地区で、戸波小学校の北側約４５０ｍとなっております。 

次に、許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたします。 

許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用 

地ではなく、甲種、第１種、第３種農地のいずれの要件にも該当しない農地である

ため、第２種農地に該当すると考えておりますが、事業計画の内容から判断し、許

可相当であると考えております。 

次に、農地法第５条第２項の一般基準について、項目ごとにご説明します。まず、

第３号の許可基準『譲渡人に資力及び信用があると認められない場合には、許可す

ることができない。』については、申請書、事業計画書等を確認し、これまでに違

反転用及び始末書の提出もないことから、資力及び信用があると考え、該当しない。  

次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合に

は、許可することができない。』については、農地基本台帳は譲渡人が耕作者とな

っており、全部事項証明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ

者が存在しないため、該当しない。次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込み

がない場合には、許可することができない。』については、申請書の転用計画の事

業の操業期間又は施設の利用期間に「許可日から」と記載されているため、許可後
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遅滞なく事業の用に供すると考え、該当しない。次に『申請地に係る農地と一体と

して事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見込みがない場合には、許可す

ることができない。』については、事業計画書、土地利用計画図等により、申請地

と一体利用する土地は無いと判断し、該当しない。次に『適正な面積と認められな

い場合には、許可することができない。』については、事業計画書及び土地利用計

画図により必要最小限の面積であると考え、該当しない。次に『宅地造成、分譲を

目的とするものである場合には、許可することができない。』については、申請書、

事業計画書、平面図等により「太陽光発電施設設置」であると考え、該当しない。 

第４号の許可基準『周辺の農地の営農条件に支障を生じるおそれがあると認めら

れる場合には、許可することができない。』については、周囲の他人が所有する農

地からは全て同意が得られており、問題無いと判断し、該当しない。次に第５号の

許可基準『一時転用での所有権の移転、一時転用で、利用後確実に農地に復元され

ると認められない場合には、許可することができないこと』については、申請書の

転用計画の利用期間が「永久年間」、事業計画書の申請地を必要とする理由から申

請地は一時転用ではないと考え、該当しない。以上から、申請書・添付書類を審査

した結果すべての項目に適合すると判断し、許可相当地であると考えております。 

 

会   長  はい、事務局の説明が終わりました。申請者の方に確認をさせて頂きます。農地法第

５条の番号３４の申請人で譲渡人「○○○○○」さん、譲受人「○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○」さんの代理人でもあります、「○○○○○」さん。先

ほどの事務局の説明に間違いございませんか。 

 

申 請 人  はい、間違いございません。 

 

会   長  間違いないということでございますので、地元委員さんのご意見をお願いしま

す。 

 

尾崎委員  １３番尾崎です。隣地の同意も得ており、何ら問題無いと思いますのでよろしく

お願いします。 

 

会   長  はい、それでは他の委員さんのご意見をお願いします。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 

 

会   長  異議なしでお諮りをします。議案第１号、農地法第５条第１項の規定による許可

申請書の件、番号３４について申請通り承認することにご異議ございませんか。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 

 

会   長  異議無しで決定になりました。続きまして、議案第１号、農地法第５条第１項の規

定による許可申請書審査の件、番号３５を議題といたします。事務局の説明をお願い

します。 
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事務局次長       はい。それでは、出席者の確認をいたします。農地法第５条の番号３５の申請人

で賃貸人「○○○○」さんと、賃借人「○○○○」さん両名の代理人「○○○

○」さん。 

 

申  請  人      はい。 

  

事務局次長     はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。議案第１号、農地法第

５条第１項の規定による許可申請書審査の件、番号３５申請人は、賃貸人「○○○

○」さん、住所「○○○○○○○○○○○」、職業「○○」。賃借人「○○○○」さ

ん、所在地「○○○○○○○○○○○○○○○○○」、職業「○○○」。申請地の所

在「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」、登記地目は共に「田」、

現況地目は○○○○○は「田」、○○○○○は「畑」、面積は「８８５㎡」と「９９

１㎡」で合計「１，８７６㎡」、利用状況は「休耕」、所有権以外の使用収益権が設

定されている場合の欄は「なし」、農地基本台帳の耕作者名は「○○○○」さん、農

振法の農用地区域につきましては、「農用地区域外」、農地区分につきましては、

「第２種農地」と判断しております。転用の目的は「太陽光発電施設の設置」をする

ため、権利を設定し、又は移転をしようとする理由の詳細は「太陽光発電を設置して

利用するため。」、事業の操業期間又は施設の利用期間は「許可日から２０年間」、

工事計画は「許可日～６ヶ月後まで」、資金計画は「施設設置費○○○○○○○○○

○円、賃料（年額）○○○○○○○円、合計○○○○○○○○○○円で、資金は、自己

資金○○○○○○○円で残りは全額金融機関からの融資」、過去の違反転用の有無及び

始末書の提出状況については「なし」。３４ページをご覧ください。申請地と一体利

用する土地は「なし」。申請地を必要とする理由(面積の必要性)は「賃貸人は、申請

地で生姜を栽培していたが数年前に病気が発生し、しばらく生姜の栽培が出来なくな

ったことから、農地の買い手や借り手を探していた。賃借人は、太陽光パネルの設置

を検討していたが、申請地が日照、予算面の条件が良く、賃貸人と協議し、今回の計

画を進めるに至った。申請地には、太陽光発電パネル３２４枚、パワーコンディショ

ナー９台の設置及びパネル同士の間隔、メンテナンス時の作業スペース、メンテナン

ス時等の車両駐車場、車両回転スペースを考え､必要となる面積。」という事です。

次に３６ページの土地利用計画図と合わせてご覧ください。進入路計画は「申請地南

西側の市道神谷線から敷地内の通路部分へ進入し、そこからフェンス内部へ進入す

る。」。造成計画、整地計画はともに「なし。」。排水処理計画は「雨水のみで、自

然浸透とする。なお、申請地の南側から神谷川へ放流可能な既存の排水口有り。」。

被害防除計画につきましては、３７ページの周囲の状況図と合わせてご覧ください。

「○は水路を挟んで登記名義人は賃貸人の○、耕作者は賃貸人の農地、○は里道、水

路を挟んで同意のある農地、○は河川管理道を挟んで神谷川（県管理河川）、○は水

路を挟んで条件付きで同意のある農地となっております。この申請地○側の○○○○

の登記名義人のお孫さんである○○○○さんから出されました同意の条件は「隣接農

地から３ｍ以上離して設置すること」という条件になっています。３５ページにお戻

りください。場所につきましては、北原神谷地区で、国道５６号線と県道土佐佐川線

が交差する三叉路から北西側約８５０ｍとなっております。 

次に、許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたします。 

許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用 

地ではなく、甲種、第１種、第３種農地のいずれの要件にも該当しない農地である
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ため、第２種農地に該当すると考えておりますが、事業計画の内容から判断し、許

可相当であると考えております。 

次に、農地法第５条第２項の一般基準について、項目ごとにご説明します。まず、

第３号の許可基準『譲渡人に資力及び信用があると認められない場合には、許可す

ることができない。』については、申請書、事業計画書等を確認し、これまでに違

反転用及び始末書の提出もないことから、資力及び信用があると考え、該当しない。  

次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合に

は、許可することができない。』については、農地基本台帳は賃貸人が耕作者とな

っており、全部事項証明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ

者が存在しないため、該当しない。次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込み

がない場合には、許可することができない。』については、申請書の転用計画の事

業の操業期間又は施設の利用期間に「許可日から」と記載されているため、許可後

遅滞なく事業の用に供すると考え、該当しない。次に『申請地に係る農地と一体と

して事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見込みがない場合には、許可す

ることができない。』については、事業計画書、土地利用計画図等により、申請地

と一体利用する土地は無いと判断し、該当しない。次に『適正な面積と認められな

い場合には、許可することができない。』については、事業計画書及び土地利用計

画図により必要最小限の面積であると考え、該当しない。次に『宅地造成、分譲を

目的とするものである場合には、許可することができない。』については、申請書、

事業計画書、平面図等により「太陽光発電施設設置」であると考え、該当しない。 

第４号の許可基準『周辺の農地の営農条件に支障を生じるおそれがあると認めら

れる場合には、許可することができない。』については、先ほどご説明のとおり、

隣接農地の○○○○から示されております同意の条件で「隣接農地から３ｍ以上離

すこと。」につきましては、申請者から提出いただきました土地利用計画図の縮尺

が５００分の１であり、図面をこの縮尺で図ったところ、最短部分でも３ｍを少し

越えている図面となっていることを確認しておりますので、同意の条件を満たした

計画となっておりますので、問題無いと判断し、該当しない。次に第５号の許可基

準『一時転用での所有権の移転、一時転用で、利用後確実に農地に復元されると認

められない場合には、許可することができないこと』については、申請書の転用計

画の利用期間が「２０年間」、事業計画書の申請地を必要とする理由から申請地は

一時転用ではないと考え、該当しない。以上から、申請書・添付書類を審査した結

果すべての項目に適合すると判断し、許可相当地であると考えております。 

 

会   長  はい、事務局の説明が終わりました。申請者の方に確認をさせて頂きます。農地法第５

条の番号３５の申請人で賃貸人「○○○○」さんと、賃借人「○○○○」さん両名の

代理人「○○○○」さん。先ほどの事務局の説明に間違いございませんか。 

 

申 請 人  はい、間違いございません。 

 

会   長  間違いないということでございますので、地元委員さんのご意見をお願いしま

す。 

 

森田委員  １２番森田です。先ほど事務局が説明しました通り、○○さんの同意ももらえた
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という事でございますので、条件が付いておりますけどその件につきましても、き

ちんと、あの、話しているという事を○○○○からも私に連絡ありましたので、何

ら問題無いと思いますのでよろしくお願いします。 

 

会   長  確認をしておきます。同意の条件については、その通り守っていただくという事

でよろしいですか。 

 

申 請 人  はい。 

 

会   長  はい、それでは他の委員さんのご意見をお願いします。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 

 

会   長  異議なしでお諮りをします。議案第１号、農地法第５条第１項の規定による許可

申請書の件、番号３５について申請通り承認することにご異議ございませんか。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 

 

会   長  異議無しで決定になりました。それではここで、１０分ほど休憩をしたいと思いま

す。 

 

（１０分間休憩） 

 

会   長  それでは、会議を始めたいと思います。議案第２号、農地法第３条第１項の規定によ

る許可申請書審査の件、番号１６を議題と致します。事務局の説明を求めます。 

 

事務局次長  それでは３８ページをご覧ください。議案第２号、農地法第３条第１項の規定による

許可申請書審査の件、番号１６を説明します。 

譲渡人「○○○○」さん、年齢「○○歳」、住所「○○○○○○○○○○○」、職業

「○○」。譲受人「○○○○」さん、「○○歳」、住所「○○○○○○○○○○○○○」、

職業「農業」。申請地の所在は「土佐市北地字川原○○○○○他４筆」、登記簿地目及

び現況地目は全て「畑」、面積は５筆合計で「１，０４８．３㎡」、対価の額及び所有

権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「○○○○○○○○○円」、農地基本

台帳の耕作者名は「○○○○」さん。権利を移転しようとする時期、又土地の引渡しを

受けようとする時期については「許可あり次第」、権利を移転しようとする契約の種類

は「売買」となっています。 

３９ページに移りまして、【農地法第３条第２項第１号関係】については、１－１権

利を取得しようとする者又はその世帯員等が所有権等を有するの農地及び採草放牧地

の利用状況については、所有地は「自作地５，５９６㎡（田：３，７６４㎡、畑：１，

８３２㎡）」、所有地以外は、「なし」で、合計「５，５９６㎡」。非耕作地は「土佐

市北地字大池○○○○○○」の「田」で、状況・理由は「近隣から草木が繁殖し、一時

耕作不能となっていたが、今年に入り伐採・管理を行い、耕作出来る状態を保っている。」

となっています。 
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農地法第３２条第１項各号の（遊休農地）及び、農地法第５１条第１項各号の（違反

転用）には「該当しない。」。 

４０ページに移り、１－２権利を取得しようとする者又はその世帯員等の機械の所有

の状況、農作業に従事する者の数等の状況は、 

（１）作付(予定)作物・作物別の作付け面積は「「耕作計画書」のとおり」、 

（２）大農機具は、所有で「軽四トラック２台、トラクター１台、草刈り機４台、管

理機２台、トップカー１台」。 

（３）農作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業経

験等の状況は「農作業歴２０年」、②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現

在１人、農作業歴:○５０年。」、③臨時雇用労働力(年間延人数)は「記載無し。」、

④ ①～③の者の住所地、拠点となる場所等から許可を受けようとする土地までの平均

距離又は時間は「①、②者 ０．２km、５分」と記載されております。 

４１ページの、耕作計画書の記載事項については、 

【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は自作地のみで「水稲」（田：１，

１２５㎡）、「文旦」（田：２，６３９㎡、畑１，８３２㎡）、「管理地」（田３９３

㎡）で、今回申請している農地の耕作計画は「野菜：７１．３㎡」「小夏：５６８㎡」

「みかん：４０９㎡」となっております。 

【農地法第３条第２項第７号関係】についてはすべて「いいえ」と記載されておりま

す。その他の欄は記載されておりません。４２ページをご覧ください。 

【農地法第３条第２項第２号関係】と【農地法第３条第２項第３号関係】は記載され

ておりません。【農地法第３条第２項第４号関係】の4権利を取得しようとする者又は

その世帯員等のその行う耕作 又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況については、

（１）その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業へ常時従事している者の氏名は「○

○○○さん、○○さん」、（２）年齢は「○○歳、○○歳」、（３）主たる職業は「農

業・農業」、（４）権利取得者との関係「○○・○」、（５）その者の農作業への従事

状況は、①その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業の期間は「１月～１２月」、②

その者が農作業に常時従事する期間も「１月～１２月（○○３００日・○２００日）」。 
【農地法第３条第２項第５号関係】５－１権利を取得しようとする者又はその世帯員

等の権利取得後における経営面積の状況は、（１）権利取得後において耕作の事業に供

する農地の面積の合計は、議案書には権利を有する農地の面積を「５，９８９㎡」と記

載していますが、正しくは「５，５９６㎡」となり、権利を取得しようとする農地の面

積は「１，０４８．３㎡」で、合計は、議案書には「７，０３７．３㎡」と記載されて

おりますが、正しくは「６，６４４．３㎡」となります。大変申しわけございませんが、

訂正をお願いします。５－２権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利取得後

における経営面積の状況(特例)と、４３ページに移り【農地法第３条第２項第６号関係】

は記載されておりません。 

【農地法第３条第２項第７号関係】は「耕作計画書」のとおりと記載されており、そ

の耕作計画書の４の設問については周囲農地への影響についてすべて「いいえ」と記載

されております。【農地法第３条第３項第２号関係】と【農地法第３条第３項第３号関

係】は記載されておりません。 

 場所につきましては、４４ページに掲載していますが、北原所谷地区で北原小学校の

東側約２８０ｍとなっております。以上で説明を終わります。 
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会   長  それでは、地元委員さんのご意見をお願いします。 

 

岡林委員   ３番岡林です。事務局の説明通りで、耕作放棄地がありましたが、今回草を刈

って、木とか竹もだいぶん生えてましたが、耕作できる状態になってますので、

どうかよろしくお願いします。 

 

会 長     はい。地元委員からの報告が終わりました。引き続き、事務局から農地法第３条の 

審査基準に基づく、提出書類による審査について報告を求めます。 

 

事務局次長  はい。それでは、農地法第３条第２項各号に規定する審査基準について、項目ごと

にご説明します。 

 まず、農地法第３条第２項第１号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその

世帯員等の耕作に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、こ

れらの者がその取得後において、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕

作を行うと認められない場合には、許可することができない。』ことについては、農地

法第３条の規定による許可申請書(別添)の１－１に記載の農地面積と農地基本台帳の

農地面積が「５，５９６㎡」で一致し、申請地の面積が「１，０４８．３㎡」であるた

め、耕作に供すべき農地のすべては「６，６４４．３㎡」で一致し、現地調査により申

請地は農地であり、耕作可能である。農地法第３２条第１項各号及び農地法第５１条

第１項各号に該当する農地は存在しません。 (別添)１－２の（１）及び耕作計画書に

耕作状況が記載されており、すべての農地を耕作すると認められる。(別添)１－２の

（２）の記載事項により、１－２の（１）に記載されている作物を耕作するための農機

具を所有していると認められる。１－２の（３）の記載事項により、申請地は住所地か

ら近く、農作業に従事する者の数及び農作業経験については適当である。以上のこと

から、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められ、農地

法第３条第２項第１号には該当しないと考えます。 

 次に、農地法第３条第２項第２号の審査基準『農地所有適格法人以外の法人が権利

を取得しようとする場合には、許可することができない。』ことについては、申請書の

譲受人の氏名が個人名で、(別添)の２にも記載がされていないため譲受人は法人では

ないと考え、該当しません。 

 農地法第３条第２項第３号の審査基準『信託の引受けにより権利が取得される場合

には、許可することができない。』ことについては、 (別添)の３に記載がされていな

いため、信託の引受けにより権利が取得される申請ではないと考え、該当しません。 

 農地法第３条第２項第４号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員

等が農作業に常時従事すると認められない場合には、許可することができない。』こ

とについては、 (別添)の４及び耕作計画書の３家族構成欄の記載事項により、一年間

の農作業従事日数が１５０日以上であり農作業に常時従事すると認められるため、該

当しないと考えます。 

 農地法第３条第２項第５号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員

等の取得後の合計農地面積が下限面積を下回る場合には、許可することができない。』

ことについては、権利取得後において耕作の事業に供するの農地の面積の合計は、「６，

６４４．３㎡」となり、土佐市の下限面積４，０００㎡以上となるため、該当しないと

考えます。 

 農地法第３条第２項第６号の審査基準『農地等につき所有権以外の権限に基づいて

耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合には、許可すること

ができない。』ことについては、 (別添)の６に記載がされておらず、全部事項証明書

及び農地基本台帳の照合により申請地は譲渡人所有の土地であり貸借もないことから、
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所有権以外の権限に基づいて耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようと

する場合の申請ではないと考え、該当しません。 

  農地法第３条第２項第７号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯   

員等がその取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、

農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率かつ総

合的な利用の確保に支障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可すること

ができない。』ことについては、 (別添)の７及び耕作計画書の４の記載事項、現地調

査により周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を

生ずるおそれはないと考え、該当しません。 

 以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれにも

該当しないと考えますので審査をよろしくお願いします。 

 

会   長  はい、それでは他の委員さんのご意見をお願いします。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 

 

会   長  異議なしでお諮りをします。議案第２号、農地法第３条第１項の規定による許可

申請書の件、番号１６について申請通り承認することにご異議ございませんか。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 

 

会   長  異議無しで決定になりました。 

    続きまして、議案第２号、農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件、番

号１７を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事務局次長   それでは、４５ページをご覧ください。議案第２号、農地法第３条第１項の規定に

よる許可申請書審査の件、番号１７を説明します。貸人「○○○○」さん、「○○歳」、

住所「○○○○○○○○○○」、職業「○○」。借人「○○○○」さん、年齢「○○歳」、

住所「○○○○○○○○○○」、職業「○○○兼農業」。申請地の所在は「土佐市甲原

字大向○○○○○他１筆」、登記簿地目はともに「田」、現況地目はともに「畑」、面

積は２筆合計で「１，４１６㎡」、対価・賃料等の額、所有権以外の使用収益権が設定

されている場合の欄は「なし」、農地基本台帳の耕作者名は「○○○○」さん、権利を

移転しようとする時期と、土地の引渡しを受けようとする時期は「令和〇年〇月〇日」、

契約の期間は「令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日」、権利を移転しようとする契

約の種類は「使用貸借権設定」です。４６ページご覧ください。 

【農地法第３条第２項第１号関係】については、１－１権利を取得しようとする者又

はその世帯員等が所有権等を有するの農地及び採草放牧地の利用状況については、所有

地は「自作地７，６９６㎡（田：３，７９５㎡、畑：３，９０１㎡）」、所有地以外は、

「なし」で、合計「７，６９６㎡」。非耕作地は「なし」。農地法第３２条第１項各号

の（遊休農地）及び、農地法第５１条第１項各号の（違反転用）には「該当しない。」。 

４７ページご覧ください。１－２権利を取得しようとする者又はその世帯員等の機械

の所有の状況、農作業に従事する者の数等の状況は、 

（１）作付(予定)作物・作物別の作付け面積は「「耕作計画書」のとおり」、 

（２）大農機具は「所有無し」。 
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（３）農作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業経

験等の状況は「農作業歴３０年」②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現

在２人、○６０年、○３０年。」、③臨時雇用労働力(年間延人数)は「記載なし。」、

④ ①～③の者の住所地、拠点となる場所等から許可を受けようとする土地までの平均

距離又は時間は「車で５分」と記載されております。 

４８ページご覧ください。次に、耕作計画書の記載事項についてご説明します。 

【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は自作地では「文旦（畑）：３，８

４３㎡」、「小夏（畑）：１，２８１㎡」、「ニラ（畑）：２，５７２㎡」と記載され

ており、今回申請している農地の耕作計画は「ニラ（畑）：１，４１６㎡」と記載され

ております。【農地法第３条第２項第７号関係】についてはすべて「いいえ」と記載さ

れており、その他の欄は記載されておりません。４９ページご覧ください。 

【農地法第３条第２項第２号関係】と【農地法第３条第２項第３号関係】は記載され

ておりません。【農地法第３条第２項第４号関係】の４権利を取得しようとする者又は

その世帯員等のその行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況については、

（１）その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業へ常時従事している者の氏名は「○

○○○さん、○○さん、○○さん」、（２）年齢は「○○歳、○○歳、○○歳」、（３）

主たる職業は「○○○兼農業、農業、○○○○○」、（４）権利取得者との関係「本人、

○、○」、（５）その者の農作業への従事状況は、①その行う耕作又は養畜の事業に必

要な農作業の期間は「１月～１２月」、②その者が農作業に常時従事する期間も「１月

～１２月（○○９０日、○３００日、○３０日）」。 

【農地法第３条第２項第５号関係】５－１権利を取得しようとする者又はその世帯員

等の権利取得後における経営面積の状況は、（１）権利取得後において耕作の事業に供

する農地の面積の合計は「権利を有する農地の面積７，６９６㎡、権利を取得しようと

する農地の面積１，４１６㎡ですが、貸人と借人は○○で同居、同一で農業経営をされ

ており、合計は権利を有する農地の面積と同じ７，６９６㎡」と記載されております。 

５－２権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利取得後における経営面積

の状況(特例)と、５０ページに移り【農地法第３条第２項第６号関係】は記載されてお

りません。【農地法第３条第２項第７号関係】は「耕作計画書」のとおり」と記載され

ており、その耕作計画書の４の設問については周囲農地への影響についてすべて「いい

え」と記載されております。【農地法第３条第３項第２号関係】と【農地法第３条第３

項第３号関係】は記載されておりません。 

５１ページをご覧ください。場所は、北原船戸地区で、国道５６号線と県道土佐佐川

線が交差する三叉路から北西側約３０ｍとなっております。以上で説明を終わります。 

 

会   長  はい、それでは地元委員さんのご意見をお願いします。 

 

森田委員  １２番森田です。事務局の説明がありました通り親子でございまして、何ら問題

無いと思いますのでよろしくお願いします。 

 

会 長     はい。地元委員からの報告が終わりました。引き続き、事務局から農地法第３条の 

審査基準に基づく、提出書類による審査について報告を求めます。 

 

事務局次長  はい。それでは、農地法第３条第２項各号に規定する審査基準について、項目ごと
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にご説明します。 

 まず、農地法第３条第２項第１号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその

世帯員等の耕作に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、こ

れらの者がその取得後において、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕

作を行うと認められない場合には、許可することができない。』ことについては、農地

法第３条の規定による許可申請書(別添)の１－１に記載の農地面積と農地基本台帳の

農地面積が「７，６９６㎡」で一致し、申請地の面積が「１，４１６㎡」でありますが、

申請人は○○○○で同一生計のため、耕作に供すべき農地のすべては「７，６９６㎡」。

現地調査により申請地は農地であり、耕作可能である。農地法第３２条第１項各号及

び農地法第５１条第１項各号に該当する農地は存在しません。 (別添)１－２の（１）

及び耕作計画書に耕作状況が記載されており、すべての農地を耕作すると認められる。

(別添)１－２の（２）の記載事項により、１－２の（１）に記載されている作物を耕作

するための農機具の所有およびリースは認められませんが、必要とする際に農機具を

借り上げて耕作をされているとのことです。１－２の（３）の記載事項により、申請地

は住所地から近く、農作業に従事する者の数及び農作業経験については適当である。

以上のことから、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認め

られ、農地法第３条第２項第１号には該当しないと考えます。 

 次に、農地法第３条第２項第２号の審査基準『農地所有適格法人以外の法人が権利

を取得しようとする場合には、許可することができない。』ことについては、申請書の

借人の氏名が個人名で、(別添)の２にも記載がされていないため借人は法人ではない

と考え、該当しません。 

 農地法第３条第２項第３号の審査基準『信託の引受けにより権利が取得される場合

には、許可することができない。』ことについては、(別添)の３に記載がされていない

ため、信託の引受けにより権利が取得される申請ではないと考え、該当しません。 

 農地法第３条第２項第４号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員

等が農作業に常時従事すると認められない場合には、許可することができない。』こ

とについては、(別添)の４及び耕作計画書の３家族構成欄の記載事項により、一年間

の農作業従事日数が１５０日以上であり農作業に常時従事すると認められるため、該

当しないと考えます。 

 農地法第３条第２項第５号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員

等の取得後の合計農地面積が下限面積を下回る場合には、許可することができない。』

ことについては、権利取得後において耕作の事業に供するの農地の面積の合計は「７，

６９６㎡」となり、土佐市の下限面積４，０００㎡以上となるため、該当しないと考え

ます。 

 農地法第３条第２項第６号の審査基準『農地等につき所有権以外の権限に基づいて

耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合には、許可すること

ができない。』ことについては、(別添)の６に記載がされておらず、全部事項証明書及

び農地基本台帳の照合により申請地は貸人所有の土地であり貸借もないことから、所

有権以外の権限に基づいて耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとす

る場合の申請ではないと考え、該当しません。 

  農地法第３条第２項第７号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯   

員等がその取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、

農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率かつ総

合的な利用の確保に支障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可すること

ができない。』ことについては、(別添)の７及び耕作計画書の４の記載事項、現地調査

により周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生

ずるおそれはないと考え、該当しません。 

 以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれにも

該当しないと考えますので審査をよろしくお願いします。 
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会   長  はい、それでは他の委員さんのご意見をお願いします。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 

 

会   長  異議なしでお諮りをします。議案第２号、農地法第３条第１項の規定による許可

申請書の件、番号１７について申請通り承認することにご異議ございませんか。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 

 

会   長  異議無しで決定になりました。 

   続きまして、議案第２号、農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件、

番号１８と番号１９を一括して議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

事務局次長  それでは、５２ページをご覧ください。議案第２号、農地法第３条第１項の規定によ

る許可申請書審査の件、番号１８を説明します。譲渡人「○○○○」さん、「○○歳」、

住所は「○○○○○○○○○○○○」、職業「農業」。譲受人「○○○」さん、年齢「○

○歳」、住所「○○○○○○○○○○○○」、職業「農業」。申請地の所在は「土佐市

蓮池字青木ヶ鼻○○○○○○」、登記簿地目、現況地目はともに「田」、面積は「７９

㎡」、対価・賃料等の額は「なし」、所有権以外の使用収益権が設定されている場合の

欄は「なし」、農地基本台帳の耕作者名は「○○○○」さん。権利を移転しようとする

時期と、土地の引渡しを受けようとする時期は「令和〇年〇月〇日」、権利を移転しよ

うとする契約の種類は「贈与」です。次に、５３ページご覧ください。 

議案第２号、農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件、番号１９。貸人

「○○○○」さん、「○○歳」、住所は「○○○○○○○○○○○○」、職業「農業」。

借人「○○○」さん、年齢「○○歳」、住所「○○○○○○○○○○○○」、職業「農

業」。申請地の所在は「土佐市蓮池字大和田ノ下○○○○○他１筆」、登記簿地目、現

況地目はともに「田」、面積は２筆合計「３，０７３㎡」、対価・賃料等の額は「なし」、

所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「なし」、農地基本台帳の耕作者

名は「○○○○」さん。権利を移転しようとする時期と、土地の引渡しを受けようとす

る時期は「令和元年１０月１日」、契約の期間は「令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月

〇日」、権利を移転しようとする契約の種類は「使用貸借権設定」です。次に、５４ペ

ージご覧ください。 

【農地法第３条第２項第１号関係】については、１－１権利を取得しようとする者又

はその世帯員等が所有権等を有するの農地及び採草放牧地の利用状況については、所有

地のみで、自作地のみで「１，０８２㎡（田：６８３㎡、畑：３９９㎡）」、非耕作地

は、「なし」、農地法第３２条第１項各号のいずれかに該当するか否か（遊休農地）及

び農地法第５１条第１項各号のいずれかに該当するか否か（違反転用）「該当しない」

となっております。 

５５ページご覧ください。１－２権利を取得しようとする者又はその世帯員等の機

械の所有の状況、農作業に従事する者の数等の状況は、 

（１）作付(予定)作物・作物別の作付け面積は「「耕作計画書」のとおり」、 

（２）大農機具は「小型トラクター１台、揚水ポンプ１台、噴霧器１台、軽トラック１
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台」を所有。 

（３）農作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業経

験等の状況は「農作業歴２９年」②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現

在２人、○２０年、○５０年」、③臨時雇用労働力(年間延人数)は「記載なし。」、④ 

①～③の者の住所地、拠点となる場所等から許可を受けようとする土地までの平均距離

又は時間は「約１００ｍ、徒歩約３分」と記載されております。 

５６ページご覧ください。次に、耕作計画書の記載事項についてご説明します。 

【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は、、自作地のみで「水稲（田）：

６８３㎡、野菜（畑）：３９９㎡」、今回申請している２件の農地の耕作計画は「全て

水稲で（田）：３，１５２㎡」と記載されております。【農地法第３条第２項第７号関

係】についてはすべて「いいえ」と記載されており、その他の欄は記載されておりませ

ん。５７ページご覧ください。 

【農地法第３条第２項第２号関係】と【農地法第３条第２項第３号関係】は記載され

ておりません。【農地法第３条第２項第４号関係】の４権利を取得しようとする者又は

その世帯員等のその行う耕作 又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況については、

（１）その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業へ常時従事している者の氏名は「○

○○さん、○○さん、○○さん」、（２）年齢は「○○歳、○○歳、○○歳」、（３）

主たる職業は３人とも「農業」、（４）権利取得者との関係「○○、○、○」、（５）

その者の農作業への従事状況は、①その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業の期間

は「２月～１１月」、②その者が農作業に常時従事する期間は「２月～１１月（３名と

も２５０日）」。 

【農地法第３条第２項第５号関係】５－１権利を取得しようとする者又はその世帯員

等の権利取得後における経営面積の状況は、（１）権利取得後において耕作の事業に供

する農地の面積の合計は「権利を有する農地の面積１，０８２㎡、権利を取得しようと

する農地の面積３，１５２㎡、合計４，２３４㎡」と記載されております。 

５－２権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利取得後における経営面積

の状況(特例)と、５８ページに移り【農地法第３条第２項第６号関係】は記載されてお

りません。【農地法第３条第２項第７号関係】は「耕作計画書」のとおり」と記載され

ており、その耕作計画書の４の設問については周囲農地への影響についてすべて「いい

え」と記載されております。【農地法第３条第３項第２号関係】と【農地法第３条第３

項第３号関係】は記載されておりません。 

場所につきましては、蓮池北田地区で、番号１８は、コンビニエンスストアファミリーマー

ト土佐蓮池店の北西側約１５０ｍ、番号１９は同じく北西側約２００ｍとなっております。 

 

会   長  それでは、地元委員さんのご意見をお願いします。 

 

久保委員  １０番久保です。先ほどの事務局の説明通り、問題無いと思いますので、よろし

くお願いします。 

 

会 長     はい。地元委員からの報告が終わりました。引き続き、事務局から農地法第３条の 

審査基準に基づく、提出書類による審査について報告を求めます。 

 

事務局次長  はい。それでは、農地法第３条第２項各号に規定する審査基準について、項目ごと
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にご説明します。 

 まず、農地法第３条第２項第１号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその

世帯員等の耕作に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、こ

れらの者がその取得後において、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕

作を行うと認められない場合には、許可することができない。』ことについては、農地

法第３条の規定による許可申請書(別添)の１－１に記載の農地面積と農地基本台帳の

農地面積が「１，０８２㎡」で一致し、２件の申請地の合計面積が「３，１５２㎡」で

あるため、耕作に供すべき農地のすべては「４，２３４㎡」。現地調査により申請地は

農地であり、耕作可能である。農地法第３２条第１項各号及び農地法第５１条第１項

各号に該当する農地は存在しません。 (別添)１－２の（１）及び耕作計画書に耕作状

況が記載されており、すべての農地を耕作すると認められる。(別添)１－２の（２）の

記載事項により、１－２の（１）に記載されている作物を耕作するための農機具を所

有していると認められる。１－２の（３）の記載事項により、申請地は住所地から近

く、農作業に従事する者の数及び農作業経験については適当である。以上のことから、

耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められ、農地法第３

条第２項第１号には該当しないと考えます。 

 次に、農地法第３条第２項第２号の審査基準『農地所有適格法人以外の法人が権利

を取得しようとする場合には、許可することができない。』ことについては、申請書の

譲受人及び借人の氏名が個人名で、(別添)の２にも記載がされていないため譲受人及

び借人は法人ではないと考え、該当しません。 

 農地法第３条第２項第３号の審査基準『信託の引受けにより権利が取得される場合

には、許可することができない。』ことについては、２件とも(別添)の３に記載がされ

ていないため、信託の引受けにより権利が取得される申請ではないと考え、該当しま

せん。 

 農地法第３条第２項第４号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員

等が農作業に常時従事すると認められない場合には、許可することができない。』こ

とについては、２件とも(別添)の４及び耕作計画書の３家族構成欄の記載事項により、

一年間の農作業従事日数が１５０日以上であり農作業に常時従事すると認められるた

め、該当しないと考えます。 

 農地法第３条第２項第５号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員

等の取得後の合計農地面積が下限面積を下回る場合には、許可することができない。』

ことについては、権利取得後において耕作の事業に供するの農地の面積の合計は、「４，

２３４㎡」となり、２件合わせると土佐市の下限面積４，０００㎡以上となるため、該

当しないと考えます。 

 農地法第３条第２項第６号の審査基準『農地等につき所有権以外の権限に基づいて

耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合には、許可すること

ができない。』ことについては、２件とも(別添)の６に記載がされておらず、全部事項

証明書及び農地基本台帳の照合により申請地は譲渡人所有の土地であり貸借もないこ

とから、所有権以外の権限に基づいて耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れ

しようとする場合の申請ではないと考え、該当しません。 

  農地法第３条第２項第７号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯   

員等がその取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、

農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率かつ総

合的な利用の確保に支障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可すること

ができない。』ことについては、２件とも(別添)の７及び耕作計画書の４の記載事項、

現地調査により周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に

支障を生ずるおそれはないと考え、該当しません。 

 以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれにも

該当しないと考えますので審査をよろしくお願いします。 
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会   長  はい、それでは他の委員さんのご意見をお願いします。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 

 

会   長  異議なしでお諮りをします。議案第２号、農地法第３条第１項の規定による許可

申請書の件、番号１８と１９について申請通り許可することにご異議ございませ

んか。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 

 

会   長  異議無しで決定になりました。それでは、議案第３号、非農地証明願承認の件、番

号３０を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事務局次長  それでは、６０ページをご覧ください。議案第３号、非農地証明願承認の件、番号３

０をご説明します。 

 願人住所「○○○○○○○○○○○○○」、氏名「○○○○」さん。申請地は大字「甲

原」、字・地番は「ヲタシ越○○○○○」、台帳地目は「畑」、地積は「６９㎡」、非農

地となった時期は「平成元年頃から」、現在の利用状況及び現況につきましては「原野」、

非農地となった理由は「耕作不適のため【面積が狭く、周囲は原野に囲まれており、農機

具の搬入が困難なため。】」という事です。今後の利用計画は「なし」。願い人から始末

書が提出されておりますので読み上げます。「現地については、本来農地として利用すべ

きでしたが、周辺部が原野となり進入路も無く、農業機械の設備不足もあり耕作を放棄

してしまいました。今後は、このような事のないように充分気を付けて参ります。」とい

う事です。 

６１ページご覧ください。場所につきましては、甲原大川内地区でローソン土佐甲原

店の西側約７５０ｍとなっております。以上で説明を終わります。 

 

会   長  それでは、地元委員さんのご意見をお願いします。 

 

森田委員  １２番森田です。ここも先ほどの事務局が説明しました通り、原野でございます

ので農地に復元は無いと思いますので、よろしくお願いします。 

 

会   長  はい、それでは他の委員さんのご意見をお願いします。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 

 

会   長  異議なしでお諮りをします。議案第３号、非農地証明願承認の件、番号３０につ

いて申請通り承認することにご異議ございませんか。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 

 

会   長  異議無しで決定になりました。 
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  続きまして、議案第３号、非農地証明願承認の件、番号３１を議題といたします。

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局次長  それでは、６２ページをご覧ください。議案第３号、非農地証明願承認の件につきま

して番号３１をご説明します。 

 願人住所「○○○○○○○○○○○○○○○」、氏名「○○○○」さん。申請地は大字

「宇佐町宇佐」、字・地番は「地蔵屋式○○○○○○」、台帳地目は「畑」、地積は合計

で「３７３㎡」、非農地となった時期は「平成元年頃」、現在の利用状況及び現況は、「月

極駐車場」、非農地となった理由は「その他【当該地は、３０年程前から駐車場として使

用しており、２０年程前からは近隣住民が使用する月極駐車場として整地し、現在に至っ

ております。】」という事です。今後の利用計画は「現状どおり月極駐車場」。  

願い人から始末書が提出されておりますので読み上げます。「当該地は、３０年程前

から駐車場として使用しており、２０年程前からは近隣住民が使用する月極駐車場とし

て整地し、現在に至っております。農地法に掛かる申請許可を得ないまま、転用行為を

行った事につきましては誠に申し訳ございません。以後このような事のないように注意

し、農地法の手続きを遵守いたしますので、なにとぞ本件申請のご審議のほどよろしく

お願いいたします。」という事です。   

場所につきましては、６３ページのとおり、宇佐町西新町地区で宇佐保育園の東側約

１２０ｍとなっております。以上で説明を終わります。 

 

会   長  それでは、地元委員さんのご意見をお願いします。 

 

山本委員  １５番山本です。この土地は砕石をしてその上に舗装もしており、この説明通り

駐車場１１台満車になっております。中々元に戻すのは不可能だと思いますので、

よろしくお願いします。 

 

会   長  はい、それでは他の委員さんのご意見をお願いします。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 

 

会   長  異議なしでお諮りをします。議案第３号、非農地証明願承認の件、番号３１につ

いて申請通り承認することにご異議ございませんか。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 

 

会   長  異議無しで決定になりました。続きまして、議案第３号、非農地証明願承認の件 

番号３２を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事務局次長  それでは、６４ページをご覧ください。議案第３号、非農地証明願承認の件につきま

して番号３２をご説明します。 

 願人住所「○○○○○○○○○○」、氏名「○○○○○」さん。申請地は大字「家俊」、

字・地番は「仲屋式○○○○他１筆」、登記地目は全て「畑」。地積は合計で「２０４㎡」、

非農地となった時期は「平成１５年」、現在の利用状況及び現況につきましては「林」、
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非農地となった理由は「耕作不適、その他【農地への道が狭く農機具の搬入が困難。また、

１５年ほど前に植樹を行い現在の状況となった。】」という事です。今後の利用計画は「な

し（現状どおり）」。願い人から始末書が提出されておりますので読み上げます。「現地

については、平成１５年から林となっており、農地法の手続きが必要なことを失念してお

りました。今後はこのようなことがないように充分気を付けます。」という事です。６５

ページご覧ください。場所につきましては、戸波家俊地区で、戸波小学校の北側約４２０

ｍとなっております。以上で説明を終わります。 

 

会   長  それでは、地元委員さんのご意見をお願いします。 

 

尾崎委員  １３番尾崎です。事務局の説明とおり山林になっており、本人も作る意思がもう

無いそうですので、お年寄りでございますので、よろしくお願いします。 

 

会   長  はい、それでは他の委員さんのご意見をお願いします。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 

 

会   長  異議なしでお諮りをします。議案第３号、非農地証明願承認の件、番号３２につ

いて申請通り承認することにご異議ございませんか。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 

 

会   長  異議無しで決定になりました。続きまして、議案第３号、非農地証明願承認の件番

号３３を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事務局次長  それでは、６６ページをご覧ください。議案第３号、非農地証明願承認の件、番号 

３３をご説明します。 

願人住所「○○○○○○○○○○○」、氏名「○○○○」さん、申請地は大字「北地」、 

字・地番は「ヤカシ○○○○○」、登記地目は全て「畑」。地積は合計で「２３８㎡」、

非農地となった時期は「昭和４０年頃」、現在の利用状況及び現況につきましては「住

宅、物置、作業場敷地」、非農地となった理由は「その他【昭和４０年頃、コンクリート

ブロック造の住宅、物置を建築し、昭和５１年頃に鉄骨造の作業場を建築し、隣接地の

宅地と一体利用し、現在に至っている。】」という事です。今後の利用計画は「なし。」

（現況どおり。）。願い人から始末書が提出されておりますので読み上げます。「願人の

知識及び認識不足で、農地転用の申請前に住宅家屋敷地としてしまいました。今後はこ

のようなことのないように致します。」という事です。６７ページご覧ください。場所に

つきましては、北原所谷地区で、北原小学校の北東側約４７０ｍとなっております。以

上で説明を終わります。 

 

会   長  それでは、地元委員さんのご意見をお願いします。 

 

岡林委員  ３番岡林です。事務局の説明どおり自宅と一体に作業場とか建てていますので、

農地に戻すのは出来ませんので、どうかよろしくお願いします。 
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会   長  はい、それでは他の委員さんのご意見をお願いします。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 

 

会   長  異議なしでお諮りをします。議案第３号、非農地証明願承認の件、番号３３につ

いて申請通り承認することにご異議ございませんか。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 

 

会   長  異議無しで決定になりました。続きまして、議案第３号、非農地証明願承認の件番

号３４を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

事務局次長   それでは、６８ページをご覧ください。議案第３号、非農地証明願承認の件、番号 

３４をご説明します。 

願人住所「○○○○○○○○○○○○○」、氏名「○○○○○」さん。申請地は大字「蓮 

池」、字・地番は「西井流○○○○○」、登記地目は「田」。地積は「４４２㎡」、非農

地となった時期は「昭和６２年頃」、現在の利用状況及び現況につきましては「自動車整

備工場」、非農地となった理由は「耕作不適のため【自動車整備工場の利用に供する宅地

となっており、農地に復することは困難である。】」という事です。今後の利用計画は

「なし」（現況どおり。）。願い人から始末書が提出されておりますので読み上げます。

「私は、平成〇年〇月〇日に相続により申請地を取得しましたが、私の亡○が昭和６２

年１２月より自動車整備工場を建て現在に至っており、農地に復することが困難な状況

となっています。本来、農地法所定の許可を得るべき所でありますが、私が取得した際

には既に非農地状態となっていたものでありますが、以後は農地法の手続きを遵守する

所存ですので、寛大なご審議のほどよろしくお願い致します。」という事です。 

６９ページをご覧ください。場所につきましては、蓮池地区で、伊尾木クリニックやケ

アビレッジとさの東側市道及び蓮池井筋を挟んだ東側となっております。以上で説明を

終わります。 

 

会   長  それでは、地元委員さんのご意見をお願いします。 

 

矢野委員  ２２番矢野です。ただ今事務局から説明がありました通り、長年自動車工場にな

っています。復元は難しいと思います。お願いします。 

 

会   長  はい、それでは他の委員さんのご意見をお願いします。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 

 

会   長  異議なしでお諮りをします。議案第３号、非農地証明願承認の件、番号３４につ

いて申請通り承認することにご異議ございませんか。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 
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会   長  異議無しで決定になりました。続いて、議案第４号、農業経営基盤強化促進法によ

る利用権設定等に関する件を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

事務局次長  議案第４号、農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件についてご説

明します。今回は７１ページから７７ページに掛けて掲載しております。それでは、令

和元年８月９日付３１土農林第５５８号により、土佐市長から土佐市農用地利用集積

計画について、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定により当委員会に諮問があが

っております２件と、高知県農業公社から出されております、農地中間管理事業に係る農

地集積計画申出書１件について、順を追ってご説明します。 

それでは整理番号３１－３５をご説明します。７１ページをご覧ください。 

整理番号３１－３５、『新規認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住 

所「○○○○○○○○」、地区「新居」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、

住所「○○○○○○○○○○○」、地区「新居」、利用権を設定する土地は「農用地区

域内」で場所は「新居」、字・地番は「学校前○○○○○」他４筆、地目は全て「田」、

面積は５筆合計で「４，４１９㎡」、期間は「令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇

日」、存続期間「１０年間」、借賃総額(年額)は「〇円」、利用権の種類は「使用貸借」

です。 

   次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。 

  氏名「○○○○」さん、性別「男」、生年月日「昭和○○年○○月○○日」、年齢  

「○○歳」、農作業従事日数は「３００日」、利用権の設定を受ける土地の面積は「４，

４１９㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地「０㎡」、借入地「２，

２００㎡」で、経営面積は「６，６１９㎡」、主たる作目は「ユリ」、世帯員は「男１

人、女１人」で農業従事者は「２人」でうち１５歳以上６０歳未満のものは「２人」と

なっております。 

 場所につきましては、新居地区で新居小学校の東側で、１１００番は約３００ｍ、

その他は約１５０ｍとなっております。以上で説明を終わります。 

 

会 長         それでは、地元委員さんのご意見をお願いします。 

 

坂本委員   ８番坂本です。これは○○○○○さんところの○○○○のもんですので、何ら問題

無いと思いますので、よろしくお願いします。 

 

会 長   はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号３１－３５の農用 

地利用集積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局か

ら報告をお願いします。） 

 

事務局次長     それではご説明させていただきます。 

農業基盤強化促進法第１７条第２項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、

農業経営基盤強化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整

区域を定めていないため、市街化区域が存在しないことから該当しません。 

 農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第１号の『農用地利用集積計画の内容が基

本構想に適合するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市

農業経営基盤強化促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。 
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 農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕

作すべき農用地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基

本台帳の耕作面積と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が

同じとなっており、利用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保も

されていることから、耕作すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認

められると判断しております。 

 農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕

作に必要な農作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用

権の設定を受ける者の農作業の従事日数が「３００日」と記載されておりますので、

年間１５０日以上であるため、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判

断しております。 

 農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第３号については、同条第２項第６号に規

定する者ではないため該当しないと考えます。 

次に、農業経営基盤強化法第１８条第３項第３号の『関係権利者の同意を受けてい

ること』については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合によ

り、小作人は存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、

利用者の設定を受ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意

を受けていると判断いたしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想

に規定する要件に基づく判断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについ

て委員さんのご意見をお願いします。 

 

会   長  はい、それでは他の委員さんのご意見をお願いします。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 

 

会   長  異議なしでお諮りをします。議案第４号、農業経営基盤強化促進法による利用権

設定等に関する件 整理番号３１－３５について、申請通り承認することにご異

議ございませんか。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 

 

会   長  異議無しで決定になりました。続いて、議案第４号、農業経営基盤強化促進法によ

る利用権設定等に関する件整理番号３１－３６を議題といたします。事務局の説明を

求めます。 

 

事務局次長  それでは、議案第４号、農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件、

整理番号３１－３６についてご説明します。７３ページをご覧ください。 

整理番号３１－３６、『新規認定』、利用権の設定をする者「被相続人○○○○」、 

「相続人○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○○○」、「相続人○○○

○」さん、住所「○○○○○○○○○○○」、地区「高岡」、利用権の設定を受ける者

「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○○○」、地区「黒潮町」、利用権

を設定する土地は「農用地区域外」で、場所は「高岡町」、字・地番は「中川丁○○○

○○○」、地目は「田」、面積は「１，３８１㎡」、期間は「令和〇年〇月〇日から令

和〇年〇月〇日」、存続期間「３年間」、借賃総額(年額)は「〇円」、利用権の種類は
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「使用貸借」です。 

   次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。 

  氏名「○○○○」さん、性別「男」、生年月日「昭和○○年○月○○日」、年齢  

「○○歳」、農作業従事日数は「３００日」、利用権の設定を受ける土地の面積は「１，

３８１㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地、借入地とも「０㎡」

で、経営面積は「１，３８１㎡」、主たる作目は「青ネギ」、世帯員は「男２人、女３

人」で農業従事者は「１人」でうち１５歳以上６０歳未満のものは「１人」となって

おります。 

 場所につきましては、高岡町鳴川地区で土佐公園グラウンドの北側約４５０ｍにな

っております。以上で説明を終わります。 

 

会   長  それでは、地元委員さんのご意見をお願いします。 

 

事務局次長  この件も、石元博昭さんの担当する所管でございます。石元委員さんの方からは、特

に問題は無いのでよろしくお願いします、という報告がありました。説明を終わります。 

 

会   長  はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号３１－３６の農用

地利用集積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から

報告をお願いします。） 

 

事務局次長     それではご説明させていただきます。 

農業基盤強化促進法第１７条第２項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、 

農業経営基盤強化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整

区域を定めていないため、市街化区域が存在しないことから該当しません。 

 農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第１号の『農用地利用集積計画の内容が基

本構想に適合するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市

農業経営基盤強化促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。 

 農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕

作すべき農用地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基

本台帳の耕作面積と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が

同じとなっており、利用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保も

されていることから、耕作すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認

められると判断しております。 

 農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕

作に必要な農作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用

権の設定を受ける者の農作業の従事日数が「３００日」と記載されておりますので、

年間１５０日以上であるため、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判

断しております。 

 農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第３号については、同条第２項第６号に規

定する者ではないため該当しないと考えます。 

次に、農業経営基盤強化法第１８条第３項第３号の『関係権利者の同意を受けてい

ること』については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合によ

り、小作人は存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、

利用者の設定を受ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意

を受けていると判断いたしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想
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に規定する要件に基づく判断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについ

て委員さんのご意見をお願いします。 

 

会   長  はい、それでは他の委員さんのご意見をお願いします。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 

 

会   長  異議なしでお諮りをします。議案第４号、農業経営基盤強化促進法による利用権

設定等に関する件、整理番号３１－３６について、申請通り承認することにご異議

ございませんか。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 

 

会   長  異議無しで決定になりました。続きまして、議案第４号、農業経営基盤強化促進法

による利用権設定等に関する件の農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画申請書

について説明をお願いします。 

 

事務局次長       それではご説明させていただきます。７５ページをご覧ください。 

  令和元年８月９日付け元高農公第２２６号で、農地中間管理事業に係る農地集積計画

申出書が高知県農業公社から出されております。 

  ７６ページをご覧ください。利用権の設定を受ける者は「公益財団法人高知県農業公

社 理事長 杉村充孝」、利用権の設定をする者は「○○○」さん、住所「○○○○○

○○○○○○」、利用権を設定する土地は大字「用石」、字・地番は「西ノ土居○○○

○○」、登記地目は「田」、現況地目は「畑」、面積は「２，１２３㎡のうち１，０３

６㎡」。利用権の種類は「賃借権」、設定する期間は「令和〇年〇月〇日」から「令和

〇年〇月〇日」まで、１０a当たり借賃及び借賃総額(年額)は合計で「○○○○○○円」。

借賃の支払い方法は「第１回目は〇〇〇〇年〇月〇日に、２回目以降は同時期に同額を

公社指定の口座に振込」、当事者間の法律関係は「賃貸借」となっております。場所に

つきましては、７７ページのとおり高石用石地区で土佐市花卉農協の北東側約１６０ｍ

となっています。以上で説明を終わります。 

 

会   長  それでは、地元委員さんのご意見をお願いします。 

 

森岡委員  ９番森岡です。今の事務局から説明がありました通り、何ら問題無いと思います

ので、よろしくお願いします。 

 

会   長  はい、それでは他の委員さんのご意見をお願いします。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 

 

会   長  それではお諮りをします。設定をする者のお名前が○○○さんの件、この件につ

いて申請通り承認することにご異議ございませんか。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 
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会   長  異議無しで決定になりました。続きまして、議案第５号、土佐市農業振興地域整備

計画の変更に関する件を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事務局次長      はい。議案第５号、土佐市農業振興地域整備計画の変更に関する件、令和元年 

８月２６日付３１土農林第５８１号で市長から土佐市農業振興地域の整備計画の 

変更案について協議が提出されております。内容につきましては農林業振興課、山 

口課長補佐から説明させていただきます。 

 

          －農林業振興課、山口課長補佐兼農林業振興班長が内容を説明した－ 

 

会   長     説明が終わりましたが、何かご意見等はございませんか。特に無いようでありま 

したら、議案第５号、土佐市農業振興地域整備計画の変更に関する件について、原案通 

り承認することにご異議ございませんか。 

 

委   員 （異議無しという多数意見あり） 

 

会   長     異議無しで決定になりました。続きまして、議案第６号、農地の形状変更指導要綱

（案）に関する件を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事務局次長     はい、それでは本日お配りしました資料をご覧ください。 

 

（資料により説明） 

 

会   長  この件については、委員のみなさんに資料を持ち帰ってもらい、来月以降に意見をいた

だくなどし、良い制度にしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

以上で本日の議案は終了です。お疲れさまでした。 

 

 

 

以上、この議事録が正確であることを証します。 

 

 

会  長 

 

 

１２番 
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